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(57)【要約】
【解決手段】歯磨きパターン分析校正装置、歯磨きパタ
ーン分析校正方法、双方向歯磨き習慣校正方法および双
方向歯磨き習慣校正システムを開示する。歯磨きパター
ン分析校正装置は、歯ブラシ面と同一方向で形成された
本体部と、使用者の歯磨き動作による信号を検知する検
知部と、検知部から入力される信号を演算して使用者の
歯磨き動作を少なくとも二つ以上のパターンで区分する
制御部とを備える。歯磨きパターン分析校正方法は、使
用者の歯磨き開始を検出し、歯磨き開始に応答して案内
画面を表示し、使用者の歯磨きパターンを検出して使用
者の歯磨きパターンを分析し、分析結果より順応度を高
める方向で歯磨き校正画面を提供する。使用者の歯磨き
習慣を映像物を通じて実時間で双方向的に校正する方式
によって歯磨き習慣校正順応度をより向上させ、使用者
の歯磨き習慣をデータベースで構築することでより体系
的に管理し、健康相談を可能とさせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯ブラシ面と同一方向で形成された本体部と；
　使用者の歯磨き動作に対する信号を検知する少なくとも一つ以上の軸を感知できる動作
センサーと二つ以上の歯磨き部位を検知する少なくとも一つ以上の軸を感知できる動作セ
ンサーを含む検知部と；
　前記検知部から入力される信号を演算し、使用者の歯磨き動作を少なくとも二つ以上の
パターンと少なくとも二つ以上の歯磨き部位が区分できる制御部と；
　を含むこと特徴とする、歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項２】
　分析されたパターンデータを外部受信器に伝送する伝送モジュールをさらに含むことを
特徴とする、請求項１に記載の歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項３】
　前記検知部は３軸加速度計と３軸地磁計センサーを備えることを特徴とする、請求項１
に記載の歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項４】
　前記検知部は３軸加速度計、３軸角速度計および１軸地磁計センサーを備えることを特
徴とする、請求項１に記載の歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項５】
　前記加速度計は傾き信号を出力できる１軸加速度計を含むことを特徴とする、請求項１
に記載の歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項６】
　使用者の歯磨き時間を算出するためのタイマーをさらに含むことを特徴とする、請求項
１に記載の歯磨きパターン分析校正装置。
【請求項７】
　使用者の過去の歯磨きパターン、歯磨き習慣評価点数、歯磨き案内メッセージのうち少
なくとも一つを蓄える制御部をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の歯磨きパ
ターン分析校正装置。
【請求項８】
　使用者の歯磨き動作を感知するステップと；
　使用者の歯磨き動作は正しい歯磨き動作であるかを判断するステップと；
　使用者の有効動作量と目標動作量を比較するステップと；
　有効動作量が目標量に達すると使用者に目標量到達を知らせるステップと；
　を含むことを特徴とする、歯磨きパターン分析方法。
【請求項９】
　使用者の歯磨き動作が正しくない歯磨きパターンであると判明された場合、使用者に警
告を与えるステップをさらに含むことを特徴とする、請求項８に記載の歯磨きパターン分
析方法。
【請求項１０】
　歯の歯磨き部位をセットするステップと；
　前記セットされた歯磨き部位それぞれに対して正しい歯磨きパターンをセットし、蓄え
るステップと；
　前記各部位に対する使用者の歯磨きパターンをセンシングするステップと；
　前記蓄えられた正しい歯磨きパターンと使用者の歯磨きパターンを比較し、歯磨きパタ
ーンの品質を決めるステップと；
　歯磨き部位、歯磨きパターンおよび歯磨き時間を参照して歯磨き行動を評価するステッ
プと；
　を含むことを特徴とする、歯磨きパターン分析および習慣校正方法。
【請求項１１】
　使用者の歯磨き動作が正しくないと決定された場合、使用者に警告を与えるステップを
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さらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の歯磨きパターン分析および習慣校正方
法。
【請求項１２】
　使用者の歯磨き動作が良好であると判断された場合、これを有効回数でカウントするス
テップと；
　有効回数がすでに設定された目標回数に達したかをチェックするステップと；
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の歯磨きパターン分析および習慣校
正方法。
【請求項１３】
　前記有効回数が既に設定された目標回数に達した場合、歯磨き時間をチェックするステ
ップをさらに含むことを特徴とする、請求項１２に記載の歯磨きパターン分析および習慣
校正装置。
【請求項１４】
　使用者の歯磨きスタートを感知するステップと；
　使用者に第１歯磨き段階を案内するステップと；
　第１歯磨き段階が完了した場合、次の歯磨き段階を案内するステップと；
　を含むことを特徴とする、歯磨きパターン分析方法。
【請求項１５】
　使用者の歯磨きのスタートを検出するステップと；
　前記歯磨きのスタートに応答して案内画面を表示するステップと；
　使用者の歯磨きパターンを検出するステップと；
　検出された使用者の歯磨きパターンを分析するステップと；
　前記分析の結果より順応度を高める方向に歯磨き校正画面を提供するステップと；
　を含むことを特徴とする双方向歯磨き習慣校正方法。
【請求項１６】
　前記案内画面は正しい歯磨き方法をガイドする映像であることを特徴とする、請求項１
５に記載の双方向歯磨き習慣校正方法。
【請求項１７】
　前記案内画面は周期的に更新されることを特徴とする、請求項１５に記載の双方向歯磨
き校正方向。
【請求項１８】
　前記検出された歯磨きパターンは使用者の歯磨き方向、歯磨き時間/時刻、歯磨き速度
および口腔状態に関する情報の内少なくとも一つ以上であることを特徴とする、請求項１
５に記載の双方向歯磨き校正方向。
【請求項１９】
　前記歯磨きパターンの分析結果は、上記の使用者の歯磨きパターンの良/不良、歯磨き
点数、順応度、経過トレンドおよび口腔状態に対する評価の内一つ以上を含むことを特徴
とする、請求項１５に記載の双方向歯磨き習慣校正方法。
【請求項２０】
　前記歯磨き校正画面は、上記の使用者の歯磨き方法に対する警告、正しい歯磨き方法、
オフライン上の診療計画/日程および口腔健康予防/管理に関する助言の内一つ以上を含む
ことを特徴とする、請求項１５に記載の双方向歯磨き習慣校正方法。
【請求項２１】
　使用者の歯磨きパターンを検出するための歯磨きパターン分析校正装置と；
　前記歯磨きパターン分析校正装置と交信して使用者に案内画面を提供し、受信された使
用者の歯磨きパターンを分析して上記の案内画面に従う使用者の歯磨き習慣順応度によっ
て順応度を高める方向に歯磨き校正画面を提供するスマートバスと；
　を備えることを特徴とする、双方向歯磨き習慣校正システム。
【請求項２２】
　前記歯磨きパターン分析校正装置とスマートバスは無線通信方式でつながり、検出され
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た歯磨きパターンデータを交信することを特徴とする、請求項２１に記載の双方向歯磨き
校正システム。
【請求項２３】
　前記スマートバスは、浴室の鏡と組み合わされ、通常はミラーとして使われ、ディスプ
レイモードでは前記案内画面および歯磨き校正画面を表示するスマートミラーを含むこと
を特徴とする、請求項２１に記載の双方向歯磨き校正システム。
【請求項２４】
　前記スマートバスは、前記歯磨きパターン分析校正装置を保管するための歯ブラシ消毒
器をさらに含み、前記歯ブラシ消毒器は前記歯磨きパターン分析校正装置の使用モードと
保管モードを検出して使用者の歯磨きパターン分析校正装置の使用可否を識別コード別に
検出することを特徴とする、請求項２１に記載の双方向歯磨き習慣校正システム。
【請求項２５】
　前記スマートバスは使用者の口腔を撮影するための口腔カメラをさらに含み、前記口腔
カメラは前記歯磨きパターン分析校正装置と類似した形態で前記歯ブラシ消毒器に保管さ
れることを特徴とする、請求項２１に記載の双方向歯磨き習慣校正システム。
【請求項２６】
　使用者の歯磨きパターンを検出するための歯磨きパターン分析校正装置と；
　前記歯磨きパターン分析校正装置と交信して使用者に案内画面を提供し、受信された使
用者の歯磨きパターンを分析し、前記案内画面に従った使用者の歯磨き習慣順応度に従う
順応度を高める方向で歯磨き校正画面を提供するスマートバスと；
　ネットワークを通じて前記スマートバスとつながり、前記案内画面および歯磨き校正画
面などのコンテンツを周期的に提供し、前記スマートバスからアップロードされた使用者
の歯磨き習慣データを管理する口腔ケアーセンターと；
　を備えることを特徴とする、双方向歯磨き習慣校正システム。
【請求項２７】
　前記口腔ケアーセンターは上記のコンテンツ提供のためにコンテンツ供給者と前記スマ
ートバスの間のリンクを仲介することを特徴とする、請求項２６に記載の双方向歯磨き習
慣校正システム。
【請求項２８】
　前記口腔ケアーセンターは前記使用者の歯科診療相談のために提携病院と前記スマート
バスの間のリンクを仲介することを特徴とする、請求項２６に記載の双方向歯磨き習慣校
正システム。
【請求項２９】
　日常的に使用し、表示モードではガイドスクリーンと歯磨き校正スクリーンを表示する
ためのミラーとして使われるスマートミラーを含み、
　歯磨きパターン分析および校正ディバイスと交信するガイドスクリーンとして使用者に
提供し、受信された使用者の歯磨きパターンを分析し、分析結果によって順応度を増加さ
せる方向で歯磨き校正スクリーンを提供することを特徴とする、スマートバス。
【請求項３０】
　使用者の歯磨きパターンを検出するための歯磨きパターン分析校正装置と；
　前記歯磨きパターン分析装置と交信し、使用者に案内画面を提供し、受信された使用者
の歯磨きパターンを分析し、前記案内画面に従う使用者の歯磨き習慣順応度によって順応
度を高める方向で歯磨き校正画面を提供するスマートバスと；
　を備え、
　前記スマートバスは、日常的に使用し、また表示モードではガイドスクリーンと歯磨き
校正スクリーンを表示するためのミラーとして使われる浴室のミラーと結合されたスマー
トミラーを含むことを特徴とする、双方向歯磨き習慣校正システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は正しい歯磨き習慣を身に付けるために歯磨きパターン分析および習慣校正器に
関するもので、より具体的には使用者の歯磨き習慣を分析し、その結果を使用者または第
三者にフィードバックすることで、使用者が正しい歯磨き習慣を身につけられるよう促進
できる歯磨きパターン分析および習慣校正器に関するものである。
【０００２】
　また本発明は双方向的な歯磨き習慣校正方法およびシステムに関するもので、より詳細
には使用者の歯磨き習慣を実時間で双方向的に校正できる方法およびシステムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００３】
　歯は体の一部で再生できない部分の内一つであり、正しい歯の管理の大事さは言うまで
もない。正しい歯の管理のためには歯磨きがもっとも基本的な方法で、正しい歯磨きを通
じて虫歯および歯茎疾患予防はもちろん治療の役割まで果たす。
【０００４】
　歯磨きは歯の清潔だけではなく、歯茎マッサージも一緒に行うことで歯茎を丈夫にする
役割をするので、食後にはいつもしたほうがよく、少なくとも朝食後、寝る前には必ずし
た方がその効果を期待できる。
【０００５】
　歯磨き方法にはいろいろあるけれど、数多くの研究結果および歯科医者の助言からもわ
かるように正しい歯磨きは基本的に歯茎から歯のほうに向かっておおうようにみがく。す
なわち、上歯は上から下へ、下歯は下から上に歯茎から歯のきめにそって歯磨きするのが
もっとも望ましい歯磨き方法である。このような歯磨き方法は両側面の奥歯部位を歯磨き
するだけでもその効果が得られると言う。
【０００６】
　しかし、このような正しい歯磨き方法は幼い頃から徹底した教育を受け身に付けないと
実践するにはかなり難しい方法で、ほとんどの人はこれに対する認識が欠けているのが現
実である。すなわち、大体の人が簡単な使用法として多く使う方法とは、歯のきめの垂直
方向すなわち前後方向に歯を磨くので、このような歯磨き方法は結果的に歯を磨耗させ歯
茎に必要以上の刺激を与えることで様々な歯茎疾患をおこす原因を提供するという問題点
がある。      
【０００７】
　一方、このように男女老少にもかかわらず行っている歯磨き、すなわち歯に対する研究
は長い時間行われ、より効果的な歯磨きのために歯ブラシを柔らかく細く改善したり、ま
たは歯ブラシが形成された頭部の形または取っ手の形態を改善するなど使用者が便利で効
果的に歯磨きできるように様々な技術が提案されている。
【０００８】
　これと関連した先行技術として、実公２００２－００３７９１６号公報では歯磨き習慣
を身に付け、虫歯を予防するために単振子を歯ブラシの取っ手部に内蔵し、歯磨き回数を
知らせてくれる歯ブラシが開示されている。このような方法は正しい歯磨き方法が提供で
きないので歯の磨耗または歯茎疾患予防はできない。
【０００９】
　特開平９－１６８４２８号公報では、歯磨きを習慣化し、正しい歯磨きを楽しく自発的
に行えるように使用者が歯磨きを始める時を感知じて一定時間が経つと案内コメントで知
らせてくれる装置が開示されている。
【００１０】
　一方、米国特許出願公開第２００３/００１７８７４号では良い歯磨き習慣形成を手伝
うために‘動作感知構成要素’を用い、使用者の使用可否を判断してゲームの点数に影響
を与え、使用者の習慣を向上させるゲーム機内臓の歯ブラシを開始してある。
【００１１】
　しかしながら、上記の従来技術は使用者が歯磨き習慣を身に付けることだけにフォーカ
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スをあわせているので、使用者が歯磨きした時間または回数だけを単純測定する。したが
って使用者が正しく歯磨きしているか、良くない習慣の歯磨きをしているかに対するパタ
ーンを感知できず、正しい歯磨き習慣へ導けるような適切なフィードバックが提供できな
いという欠点がある。
【００１２】
　また子供の場合、親または先生のような第三者が子供の歯磨き習慣が正しいかをきちん
と把握できるような情報が提供できない欠点もある。
【００１３】
　米国特許第６７８６７３２号明細書では歯磨きパターンがセンシングできる歯ブラシか
ら歯磨きパターンをモニタリングできる技術が開示されている。この特許は時間周期で歯
の配置に対する相対的な歯ブラシの位置をモニタリングすることによって歯磨きパターン
を分析する。
【００１４】
　しかしながら、使用者の歯磨きパターンをモニタリングし、使用者の歯磨きパターンお
よび歯磨き習慣が正しいのか分析し、これに対する実時間フィードバックを通じて使用者
の不適切な歯磨き行動を使用者が治せるように積極的に案内してくれるシステムはなかっ
た。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、歯ブ
ラシと結合されて使用者が単に歯磨きを行うことで本人の歯磨きパターンを分析すること
が可能な、新規かつ改良された歯磨きパターン分析および習慣校正器およびその方法を提
供することにある。
【００１６】
　また本発明は使用者の分析された歯磨きパターンを使用者にフィードバックし、使用者
自身が容易に自分の歯磨きパターンが評価できるようにしたものである。
【００１７】
　また本発明は第三者（親、先生、歯科医者）が使用者の歯磨きパターンを正確に分析し
効果的に使用者の歯磨き習慣を正しく校正できるような歯磨きパターン分析システムを提
供するものである。
【００１８】
　本発明の違う目的は使用者の歯磨き習慣を実時間で双方向に校正することで自然に正し
い歯磨き習慣が身に付けられるような双方向歯磨き習慣校正方法およびシステムを提供す
ることである。
【００１９】
　本発明の違う目的は歯磨きする間、使用者の関心度の高いマルチメヂアを提供すること
で歯磨き時間を自然に長く保てる双方向歯磨き習慣校正方法およびシステムを提供するこ
とである。
【００２０】
　本発明の違う目的は正しくない歯磨きをすると悪い歯磨き習慣による悪影響の資料画面
を実時間で提供することで正しい歯磨き習慣の大切さを認知させられるように順応度を向
上できる双方向歯磨き習慣校正方法およびシステムを提供することである。
【００２１】
　本発明の違う目的は使用者の毎日の歯磨き習慣分析結果をデータベース化し、個人の生
涯の歯の健康状態をモニタリングできる双方向歯磨き習慣校正方法およびシステムを提供
することである。
【００２２】
　本発明の違う目的は使用者のモニタリングされた歯磨き習慣と口腔健康状態をオンライ
ンでつながっている口腔ケアーセンターへ実時間で転送し、このデータに基づいて遠隔で
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口腔健康相談が可能な双方向歯磨き習慣校正方法およびシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を果たすために、本発明による歯磨きパターン分析および習慣校正器は歯ブ
ラシ面と一定方向に連結または固定されて形成された本体部と使用者の歯磨き動作に対す
る信号を感知でき、少なくとも一つ以上の軸が感知できる動作センサーを含む感知部と感
知部から入力された信号を演算し、使用者の歯磨き動作を少なくとも二つ以上のパターン
が判別できる制御部で作られた歯磨きパターン分析部を含めて構成される。
【００２４】
　また本発明による歯磨きパターン分析および習慣校正器は使用者の歯ブラシ面と一定方
向で連結または固定され形成された本体部と使用者の歯磨き動作に対する信号を検知する
少なくとも一つ以上の軸を感知できる動作センサーを含む感知部と感知部から入力される
信号を演算して使用者の歯磨き動作を少なくとも二つ以上のパターンで区分し、評価する
制御部と評価されたデータを貯蔵する貯蔵部と貯蔵されたデータを出力する出力部を含め
て成り立つ。
【００２５】
　また本発明による歯磨きパターン分析方法は使用者の歯磨きパターンを感知すると測定
データを生成して蓄える段階と測定データと既に設定された歯磨き部位そして/または部
位別歯磨き回数を順次的に音声そして/または文字で出力する段階をさらに含めて成り立
ち、測定データを蓄える段階は使用者の歯磨き部位そして/または部位別歯磨き回数を感
知し貯蔵する段階を含めて成り立つことを特徴とする。
【００２６】
　そして測定データと上記のガイドデータを比較/演算した結果データを字図時間で分析
して出力し、上記の使用者の歯磨きパターンが段階的に評価する段階をさらに含めて成り
立つ。
【００２７】
　本発明の方法は使用者の歯磨き開始を検出し、検出された歯磨き開始に応答して案内画
面を表示し、使用者の歯磨きパターンを検出し、検出された使用者の使用者の歯磨きパタ
ーンを分析して分析結果によって順応度を高める方向で歯磨き校正画面を提供する段階を
整えたことを特徴とする。
【００２８】
　ここで案内画面は正しい歯磨き方法をガイドする映像で使用者が好む映像物と歯磨きガ
イド情報を重ねて構成するのが好ましい。例えば子供の場合、アニメに基づいた画面の片
側に正しい歯磨き順序をガイドしたり、成人の場合は今日のニュースまたはスポーツ映像
と重ねたり、主婦の場合はテレビドラマと重ねられる。また歯磨き校正画面は使用者の歯
磨き方法に対して警告、正しい歯磨き方法、オフライン上の診療計画/日程および口腔健
康予防/管理に関する助言のうち一つ以上が含められる。このような案内画面および歯磨
き校正画面などは周期的に例えば時間、日、週、月段位で更新できる。
【００２９】
　本発明で検出された歯磨きパターンは使用者の歯磨き方向、歯磨き時間/時刻、歯磨き
速度および口腔状態に関する情報の内一つ以上で成り立つのが望ましい。
【００３０】
　また本発明での歯磨き分析パターン結果は使用者の歯磨きパターンの良/不良、歯磨き
点数、順応度、経過トレンドおよび口腔健康状態に対する評価の内一つ以上を含むのが望
ましい。
【００３１】
　本発明のシステムは使用者の歯磨きパターンを検出するための歯磨きパターン分析校正
装置および歯磨きパターン分析校正装置と交信し使用者に案内画面を提供し、受信された
使用者の歯磨きパターンを分析して案内画面に従った使用者の歯磨き習慣順応度より順応
度を高める方向に歯磨き校正画面を提供するスマートべスを備えることを特徴とする。
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【００３２】
　歯磨きパターン分析校正装置とスマートバスは無線通信方式でつながり、検出された歯
磨きパターンデータと交信できるように成り立つものが望ましい。
【００３３】
　スマートバスは浴室の鏡と組み合わされ、普段はミラーで使われ、ディスプレイモード
では案内画面および歯磨き校正画面を表示するスマートミラーを含む。そしてスマートバ
スは歯磨きパターン分析校正装置を保管するための歯ブラシ消毒器をさらに含み、歯ブラ
シ消毒器は歯磨きパターン分析校正装置の使用モードと保管モードを検出して使用者の歯
磨きパターン分析校正装置使用可否を識別コード別に検出できるように構成する。またス
マートバスは使用者の口腔を撮影するための口腔カメラをさらに含み、口腔カメラは上記
の歯磨きパターン分析校正装置と類似した形態で上記の歯ブラシ消毒器に保管される。
【００３４】
　また本発明のサービス事業者のためのシステムは使用者の歯磨きパターンを検出するた
めの歯磨きパターン分析校正装置、歯磨きパターン分析校正装置と交信して使用者に案内
画面を提供し、受信された使用者の歯磨きパターンを分析して案内画面に従った使用者の
歯磨き習慣順応度により順応度を高める方向へ歯磨き校正画面を提供するスマートバスお
よびネットワークを通じて上記のスマートバスとつながり、上記の案内画面および歯磨き
校正画面などのコンテンツを周期的に提供し、スマートバスからアップロードされた使用
者の歯磨き習慣データを管理する口腔ケアーセンターを整えたことを特徴とする。
【００３５】
　本発明の口腔ケアーセンターはコンテンツ提供のためのコンテンツ供給者とスマートバ
スの間のリンクを仲介したり歯科診療相談のために提携病院とスマートバスの間のリンク
が仲介できる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、歯ブラシと結合されて使用者が単に歯磨きを行うことで本人の歯磨き
パターンを分析することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３８】
　図１は本発明による歯磨きパターン分析校正装置が歯ブラシと結合された実施形態を図
示した図面である。
【００３９】
　本発明による歯磨きパターン分析校正装置は、図１に図示したように歯ブラシのヘッド
（１１０）と結合された本体部（１３０）と本体部に内臓されて使用者の歯磨きによって
動く歯ブラシの動きに対する信号を検知する感知部（１２８）と歯磨きデータが蓄えられ
ているメモリー部（１３６）、感知部（１２８）から入力される信号を演算して使用者の
歯磨き動作を少なくても二つ以上のパターンで分ける制御部（１３２）、結果データを出
力する出力部（１３８、１４０）を含めて成り立つ。ヘッド（１１０）とネック（１２０
）は一体で構成され、取っ手（１３０）に着脱が可能な形で結合される。
【００４０】
　このとき、感知部（１２８）は図１に図示したように地磁界センサー（１５０）、地磁
界センサー駆動回路（１５２）、加速度センサー（１５４）、加速度センサー駆動回路（
１５６）、角速度センサー（１５８）、角速度駆動回路（１６０）が含められ、地磁界セ
ンサーと加速度センサーの内一つまたは二つだけを選択的に使用でき、人の動作を感知で
きる動作感知センサーの組合も可能である。
【００４１】
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　また感知部（１２８）は歯ブラシヘッドとつながる本体部（１３０）着脱部の方向へで
きるだけ近接して設置され、使用者が歯磨きすることで動きを持つ歯ブラシの動きを最大
に感知する。
【００４２】
　そして本発明による歯磨きパターン分析および校正器は電気的に動作され、このために
本体部の内部に電源部を備え、乾電池、充電器またはアダプタなどで具現できる。
【００４３】
　歯磨きパターン分析校正装置（１００）の制御部（１３２）は各回路とつながり、後述
される校正プログラムを実行し、全体の制御を行う。メモリー部（１３６）は校正プログ
ラムと各種の分析データ、音声メッセジー情報などが蓄えられる。
出力部はスピーカー（１３８）およびディスプレイ（１４０）で構成され、スピーカー（
１３８）は音声警告メッセージまたは警告性ビープ音などを発生し、ディスプレイ（１４
０）は液晶ディスプレイに警告文字、測定回数、分析結果などを文字または数字で表示す
る。
【００４４】
　内部通信モジュール（１４４）は無線周波数通信方式、例えばブルートゥース（blueto
oth；登録商標）、ジグビー（zigbee）（802.15.4）、ワイファイ（WiFi）、無線ラン方
式などの通信方式で構成される。通信モジュール（１４４）はスマートバス（２００）の
通信モジュール（２２６）と送受信し、歯磨きパターン分析校正装置によって検出された
使用者の歯磨き習慣分析データを転送し、関連コマンドまたはデータなどを受信する。
【００４５】
　図２は本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の感知部の動作を説明する
ための説明図で、歯磨き方向を見せるためのものである。歯磨きパターン分析校正装置（
１００）の長い方向がＸ軸、歯ブラシのヘッド（１１０）の幅方向をＹ方向とし、歯ブラ
シ（１１２）の長い方向をＺ方向とする。
【００４６】
（実施形態１）
　実施形態１では歯磨きパターン分析校正装置の感知部が３軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）の加速度セ
ンサー、３軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）の角速度センサーおよび一軸（Ｚ）の地磁界センサーを持つ
場合について説明する。本実施形態ではチルト（Tilt）機能のある加速度センサーを用い
て左右区分し、地磁界で左右正面を区分し、角速度計で時計、反時計方向を区分し、波形
のピーク値から上下歯の歯磨き位置区別が可能である。したがってすでに歯の部位と各部
位別の正しい歯磨き方法を定め、この方法に従う評価が可能である。
【００４７】
　図３は歯磨きパターン分析校正装置の感知部の動作を説明するための説明図で、歯の位
置を示す。使用者が歯磨きをするためには、図２に図示したようにまずは歯ブラシと歯列
を接触させた後、手首を使い左右または上下に歯ブラシを動かす。したがって歯ブラシの
ヘッドは図１に図示したそれぞれの軸にそって往復および回転運動をすることによって歯
磨きが進む。この際ｘ、ｙ軸の回転は角速度センサーから感知され、ｘ、ｙ軸の往復移動
は加速度センサーから感知され、ｚ軸の回転に対しては地磁界センサーを通して理想的に
感知できる。このとき、各センサーの方向軸は一定に配置されるべきである。以下に示す
表１は、具体的に各歯の部位別に理想的な正しい歯磨き方法および各センサーの主要感知
軸が述べられている。
【００４８】



(10) JP 2008-543418 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

【００４９】
　ここでの歯の各部位は図３に表示された部位である。
【００５０】
　図４および図５は本発明の実施形態に係る感知部の出力波形を示す。
【００５１】
　図４の波形は、もっとも良好な奥歯の歯磨きパターンが抽出できる基本波形を示してい
る。例えば図３の部位３が歯磨きする場合、時計反対方向（内側の歯の根っこから上部方
向に）に歯磨きするのがもっとも望ましい。このときの波形はｙ軸の角速度計波形からパ
ターンが検出でき、このｙ軸の角速度計波形のピークの鋭い方向により時計方向か、時計
反対方向か判断できる。
【００５２】
　図５の波形は、虫歯ができやすい奥歯部位での正しい歯磨きパターンおよび悪い歯磨き
パターンが区分できた例を示しており、部位（表１参照）別には図３の1、２および３、
４部位の悪い歯磨きパターンを示す基礎シグナルで、ＤＣ成分から傾き機能を一部持つア
ナログディバイス社の加速度計の出力シグナルである。上段の波形はｘ軸方向で、１、２
部位を歯磨きする悪い歯磨き習慣を示している波形で、下段の波形はｘ軸方向で３、４部
位の悪い歯磨き習慣を示す波形で、歯ブラシの上下が変わる時、中の波形を基準とすると
ＤＣ電圧差があるので、その位置が把握できる。
【００５３】
　このように簡単に奥歯の歯磨きの時、もっとも悪い歯磨きパターンが区別でき、図３の
ように各部位に対して正しい歯磨きパターンと不良パターンが感知できる。
【００５４】
（実施形態２）
　実施形態２では歯磨きパターン分析校正装置の感知部が３軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）の加速度計
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および３軸の地磁計で構成されている場合について説明していく。本実施形態の場合、そ
れぞれの歯磨き位置を区分し、区分された位置による歯磨き動作が区分できる。
【００５５】
　図６は本実施形態の歯磨きパターン分析校正装置の感知部の動作を説明するための説明
図で、それぞれの歯磨き位置を示す。図７は歯磨きパターン分析校正装置の歯磨き動作方
向を示す。図６に示されたように、まず歯の形態、歯磨き方法などを考慮し、歯の歯磨き
位置を区分すると、次のように分けられる。下の顎の右（Ａ）、真ん中（Ｂ）、左（Ｃ）
とこれに対応する上歯の右（Ａ‘）、真ん中（Ｂ’）、左（Ｃ‘）の六つの部位で分けら
れる。このうちＢ、Ｃ部位の各組は上と下歯が噛み合い、食べ物が噛める底面を持ってい
る。したがって、各Ａ（Ａ’）、Ｃ（Ｃ‘）部位は外側面（１、２、３、４）、底面（５
、６）、内側面（舌側）（３、４）で分けられる。また前面部（Ｂ、Ｂ’）は内側と外側
で分けられる。このように総計１６つの歯の位置区分が成し遂げられると基本的に歯の各
部位が歯磨きが済んだか把握できる。
【００５６】
　上記の各位置で主に発生する歯磨き動作は横磨法（歯のきめと垂直）、縦磨法（水平）
、回転法（時計・反時計方向）、振動法（微細な振動）、描円法（上下歯の区分なく円を
描く方法）がほとんどの方法であり、以上の方法をまぜて使う場合もある。それぞれの方
法は使用者の年齢および口腔状態によって適合し、個人化が適用され推薦される。
【００５７】
　本実施形態では各位置およびそれぞれの位置に対する歯磨き動作を検知する原理は次の
ようである。
【００５８】
１．位置Ａ、Ｂ、Ｃを区別する方法：
　初期のスタートをＢから始める場合、地磁計センサー（Ｈｙ）のＤＣレベルから位置移
動が感知できる。また補助的に加速度計のＤＣレベルも変わるので一部参照できる。例え
ば、Ｂから始まりＡまたはＣに移動するとＨｙのＤＣレベル値は上昇する。また歯ブラシ
をＡからＣ位置に移動（方向変更）した場合、ＨｘのＤＣレベルが変わり、変わった値は
持続され、Ｈｘが変わった時点でのＨｙが変わったことを判断し、移動が感知できる。
【００５９】
２．各位置Ａ、Ｂ、Ｃでの内部、外部および上部を区分する方法
　地磁計センサーのＨｘ、ＨｚのＤＣレベルから１、５および３の位置（２、６、４）が
判断でき、同時に加速度計のＤＣレベル変化からも判断できる。
【００６０】
３．各位置別歯磨き操作の検知方法：
　水平方向の動きの場合は加速度計Ｙの波形が大きい場合で相当する。垂直方向の動きの
場合は加速度計Ｘの波形が大きい場合に相当する。時計または反時計方向はＨｙまたはＨ
ｘの波形から判断でき、波形が上に上がると下から上に向かって進行し、反対の場合も同
じである。円を描く場合は加速度計Ｘ、Ｙ軸の波形から判断できる。また歯ブラシの角度
はＨｘ、Ｈｙから推定でき、位置検知にも使える。
【００６１】
　図８は各部位別の実際の歯磨き波形を示し、各部位別に約１０秒程度、連続的に歯磨き
した波形である。それぞれの波形に対する説明は次のようである。各波形の番号は図７の
歯磨き部位番号と一致する。
【００６２】
　波形１：最初歯磨きをスタートする時の基準位置となる。歯の正面部の上下歯（図７の
歯磨き部位１および１‘部位）を歯みがいている。ＤＣレベルはＡｚ＞Ａｙ＞Ａｘ、Ｈｚ
＞Ｈｙ＞Ｈｘ順である。上下方向で歯磨きしているのでＡｘの振幅は大きい。
【００６３】
　波形２：右側の下歯の外側（２）を上下方向で歯磨きした場合の波形で、右に移動する
につれＨｙのレベルが上昇し、一定レベルになるとそのレベルを保つ。回転法で歯をみが
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くと実施例１のような波形が現れ、下歯と上歯のどの部分を歯磨きしているかが分かる。
また上下歯を閉じて歯をみがく場合、Ａｙの振幅が大きく現れるので、これも把握できる
。
【００６４】
　波形３：ＡｘのＤＣレベルがＡｙより高くなる。前後方向で歯磨きするにつれＡｙの振
幅が高くなる。
【００６５】
　波形４：Ｈｘのレベルが上昇し、Ａｘ＞Ａｙ＞Ａｚ順にＤＣレベルが変わる。歯磨きを
上下方向に行うのでＡｘの振幅が高くなる。Ｈｘのレベルが高くなるのは３部位の歯磨き
の場合より４部位の歯磨きの歯ブラシの傾斜角度が緩くなるからである。
【００６６】
　波形５：波形２と類似した波形を示している。波形２で説明したように通常両側を歯磨
きする時には、上下歯を閉じて歯磨きする場合、前後方向、上下方向そして回転で歯磨き
でき、この時の側面時間は二つに分け、歯磨き位置２番と５番に割り当てられる。そして
下から上に、または上から下に歯磨きする回転法の場合、上下に区分でき、この時の波形
は実施形態１のように分けられる（Ｈｚ＞Ｈｙ＞Ｈｘ順）。
【００６７】
　波形６：ＨｚおよびＨｘのレベルは上昇し、前後方向に歯磨きするのでＡｙの振幅は増
加し、Ｈｚ＞Ｈｘ＞Ｈｙ順に変わる。
【００６８】
　波形７：Ａｘの振幅は大きく、Ｈｘは上昇、Ｈｚは下降する。
【００６９】
　波形８：Ｈｘは波形２とレベルが類似しているが、Ｈｘの差が大きくて、高い。そして
Ａｘの振幅は多い。
【００７０】
　波形９：Ｈｚは下降し、歯ブラシが傾斜を大きくなるほどＨｘは下降する。その他、歯
磨き部位および各部位別歯磨き波形についても同じ原理によって歯磨き位置および各部位
別歯磨き時間、歯磨きパターンが区別でき、これ以外の検知できない部分については全部
ｕｎｋｎｏｗｎ処理して不良歯磨きパターンとして認識する。
【００７１】
　図９は本発明による歯磨きパターン分析校正装置の一例による全体動作を示すフローチ
ャートである。
【００７２】
　まず使用者が歯磨きパターン分析校正装置の電源をオンにすると制御部（１３２）によ
って内部システムを初期化する（Ｓ１００）。そして歯磨きを始めると制御部（１３２）
は感知部（１２８）から提供される検出信号の有無をチェックすることで使用者が歯磨き
を始めたことを認知する（Ｓ１０２）。検出信号を分析し、使用者の歯磨き動作が良好で
あるかを分析し（Ｓ１０４）、その分析結果から使用者の歯磨き動作が良好であるかをチ
ェックする（Ｓ１０６）。
【００７３】
　使用者の歯磨き動作が不良である場合、使用者のスピーカーを通じて音声で警告するか
またはディスプレイ（１４０）に不良状態を警告表示する（Ｓ１２２）。
【００７４】
　使用者の歯磨き動作が良好である場合、これを有効回数でカウントし（Ｓ１０８）、有
効回数がすでにセットされていた目標回数に達したかをチェックする（Ｓ１１０）。有効
回数が目標回数に達した場合、歯磨き時間をチェックする（Ｓ１１２）。定められた時間
が経過しなかった場合、Ｓ１０２段階からＳ１１２段階を繰り返して行う。Ｓ１１２段階
で定められた時間が経過した場合、すなわち歯磨きが一定時間続けられると目標到達フィ
ードバックを使用者に与える（Ｓ１１４）。ここで、目標到達フィードバックは、有効な
歯磨き時間がその位置における目標時間に達したときに使用者に知らせるものであり、目



(13) JP 2008-543418 A 2008.12.4

10

20

30

標到達フィードバックは音声または視覚的に与えられ、使用者に動機を与えるために使用
者の好む音楽をメモリー（１３６）から再生し出力できる。そしてモニタリングされた使
用者の歯磨きデータをメモリー（１３６）に蓄え（Ｓ１１６）、終了フィードバック（Ｓ
１１８）を使用者に与える。終了フィードバックは音声警告または視覚表示で提供できる
。
【００７５】
　Ｓ１０２段階では感知部から提供される検出信号がチェックされないと時間をカウント
し（Ｓ１２０）一定時間、例えば５秒以上検出信号がなければ検出された状態を蓄え（Ｓ
１１６）、終了フィードバックを使用者に与える（Ｓ１１８）。
【００７６】
　図１０および図１１は本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置
の全体動作を示したフローチャートである。図１０は全体フローチャートで、図１１は図
１０の点数計算および貯蔵ルーチンを詳しく示したフローチャートである。
【００７７】
　これは使用者の歯磨きパターンを点数化し使用者にフィードバックする方法で、以前の
１０回程度の歯磨き点数を蓄え、使用者の要求があればフィードバックすることで使用者
の歯磨き習慣トレンドを分析したり、第三者が使用者の最近の歯磨き習慣を後でモニタリ
ングできるようにしたり、使用者本人が自分の歯磨き習慣に対する評価をすぐ見られるの
で歯磨き習慣変化に影響を多く与えられる長点がある。上述した図９の実施形態と同じ内
容については具体的な説明は省略し、異なる部分のみ説明すると次のようである。
【００７８】
　図１０を参照すると、使用者の歯磨き動作を感知し、上記の歯磨き動作が良好な歯磨き
パターンであるかを判断し、良好である場合にはこれを評価して点数化し（Ｓ２０８）、
点数をディスプレイして（Ｓ２１２）一定時間が経過して目標点数に至ると（Ｓ２１４）
使用者に目標点数到達フィードバックを与え（Ｓ２１６）、点数を蓄える（Ｓ２１８）。
もし使用者の点数が目標点数に到達せずに歯磨きを止めた場合、Ｓ２０８段階での点数の
み蓄えられる。
【００７９】
　図１１を参照すると使用者の歯磨き動作が良好ならば点数加算ポイントに良好重みを適
用して算出し（Ｓ２３０）、不良なら不良重みを適用して算出する（Ｓ２４０）。そして
検出された良好回数、時間、算出された点数などを蓄え（Ｓ２３２）時間をチェックして
定められた時間が経過する（Ｓ２３４）と点数を合算して蓄えた後メインプログラムに戻
る（Ｓ２３６）。
【００８０】
　以下の表２は、点数化された結果の一例である。
【００８１】
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【００８２】
　表２を参照すると、表２には、各部位別に良好な歯磨き方と不良な歯磨き方が区別でき
る各センサーの事例が示され、これによって各部位別の歯磨き時間および歯磨き方法によ
って点数が計算できる事例を示している。
【００８３】
　図１２～図１５は本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全
体動作を示したフローチャートである。
【００８４】
　すなわち、例えば基準歯磨きパターンとして使用者に最初歯磨き部位を音声出力で指定
すると使用者はこれを参照し、指定された歯磨き部位を上下または左右に歯磨きする。よ
って歯ブラシのヘッド部が左右上下または回転し、この動きは上述したように感知部を通
して感知され、シグナルは制御部に出力され、制御部は入力されるシグナルを分析して良
好な歯磨きパターンであるかを分析して既に決められた時間または有効回数に達すると使
用者に該当部位の歯磨き完了を知らせ、次に歯磨きする部位に対する案内および歯磨き方
法を知らせる。
【００８５】
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　このとき、マイクロプロセッサーは貯蔵部にすでに入力されたメッセージデータを出力
部を通じて音声または文字で出力する。
【００８６】
　また本装置では使用者の歯磨き時間を測定するためのタイマーが内蔵され、タイマーよ
り歯磨き時間の長さを観測し、上述した比較データと測定データの比較・演算の時、参照
できるし、使用者の歯磨き時間帯を蓄えることで使用者の行動パターンがモニタリングで
きる。
【００８７】
　図１２～図１５を参照すると、本発明の歯磨きパターン分析校正装置を用いて使用者の
歯磨き準備を完了し、歯磨きパターン分析および習慣校正器を動作させるとシステムは初
期化され（Ｓ３００）音声出力部より“歯磨きを始まります。”などの音声で歯磨きの始
まりを使用者が認識できるようにメッセージを出す（Ｓ３０２）。
【００８８】
　その数秒後、最初歯磨きする部位を知らせるメッセージを出力する（Ｓ３０４）。すな
わち“前の下歯をみがきます。”などのメッセージを出力することで使用者が最初歯磨き
する部位がを認識させる。したがって使用者が上述したメッセージを参照し、該当部位の
歯磨きを始めると該当部位に対する歯磨きパターンを知らせるメッセージ、すなわち“上
から下に歯磨きして下さい。”などのメッセージを出力する（Ｓ３０６）。
【００８９】
　その後、使用者が上述した歯磨きパターンに従って歯磨きを行い（Ｓ３０８）、同一方
向ならば回数と時間を蓄え（Ｓ３１０）もう一度“上から下に”というメッセージを発す
る（Ｓ３１２）。使用者が正しい方向で歯磨きできるまで一定回数繰り返す（Ｓ３１４）
。時間をカウントし（Ｓ３１６）定められた時間が経過すると“よくできました。”とい
うメッセージを出し（Ｓ３１８）次の順序が完了したかをチェックする（Ｓ３２０）。次
の順序が完了できていない場合、次の順序モードに変換し（Ｓ３２２）“こらから下左奥
歯の外側を歯磨きします。”という次の順序のメッセージを発する（Ｓ３２４）。
【００９０】
　ステップＳ３０８で使用者が上述したメッセージと異なる方法、すなわち上から下に歯
磨きしていると制御部が判断すると警告メッセージ、すなわち“下から上に歯磨きして下
さい。”を出し（Ｓ３２６）使用者動作モードを判別して（Ｓ３２８）動作モード回数と
時間を蓄える（Ｓ３３０）。続けて違う部位の有効回数異常であるかをチェックし（Ｓ３
３２）異常なら違う部位に転換し（Ｓ３３４）、ステップＳ３２８に復帰する。
【００９１】
　ステップＳ３３２で定められた回数以下ならば動作モードがＸ軸方向の往復方向なのか
をチェックする（Ｓ３３６）。ステップＳ３３６で往復方向ならば“歯茎が痛いです。”
という警告メッセージを出し（Ｓ３３８）、ステップＳ３２８に復帰する。ステップＳ３
３６で往復でなければステップＳ３０８に復帰する。
【００９２】
　ステップＳ３１６で所定時間が経たなければ“ゆっくりやや弱く歯磨きして下さい。”
という警告メッセージを出し、ステップＳ３２０を行う。
【００９３】
　ステップＳ３２０で次の順序が完了されたら、すべての順序が完了できたのかをチェッ
クし（Ｓ３４２）、そうでなければ現位置から移動しやすい位置に転換し（Ｓ３３４）、
ステップＳ３２４を行う。
【００９４】
　ステップＳ３２４で転換された位置に対して上述したように同一類似した方式でステッ
プＳ３４６またはステップＳ３８２を行う。
【００９５】
　ステップＳ３４２およびステップＳ３８０ですべての位置での歯磨きが完了されると“
よくできました。清々しい一日を！”というメッセージを出し（Ｓ３８４）終了する。
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【００９６】
　上述したように基準データの既設定された値と測定値を比較した結果を実時間で使用者
にすぐフィードバックして正しい歯磨きパターンをガイドしたり、正しい歯磨きパターン
で修正されるようにしながら同時にそれぞれの比較結果については測定値が基準値より大
きいまたは等しいという条件と歯ブラシの各軸方向の移動が既設定値より多くなく、正し
い歯磨きパターンに従って歯磨きが歯磨き部位別に成功または失敗などを“１”または“
０”などの２進数で蓄え、歯磨き完了後には各歯磨き部位別の比較結果値を合算し、その
結果値を蓄える。
【００９７】
　したがって歯磨き完了後、第三者または本人が正しい歯磨きを行ったかを蓄えられた結
果値を使用者の要請によってオーディオで出力するかディスプレイして確認できる。
【００９８】
　図１６は本発明の実施形態により具現できる歯磨きパターン分析図である。
【００９９】
　本発明の実施形態に係るシステムを用いて検出・分析される各使用者の歯磨き時間帯、
歯磨き時間、歯磨きパターン、各パターン別所与時間が出力でき、この出力データをコン
ピューター、インターネット網または無線網を通じて口腔ケアーセンターの医者などの歯
磨き校正および歯牙治療を行う者に通報する場合、自動的に図１６のような分析表を別の
プログラムで見せることができる。このような分析表は使用者の個人人的事項および歯磨
き周期、歯磨き時間およびそのフィードバックができ、各部位別に詳細な歯磨き習慣に対
する分析およびフィードバックが可能である。
【０１００】
　このように構成された歯磨きパターン分析校正装置（１００）で集められた歯磨き習慣
データはスマートバス（２００）に伝達され、スマートバスに伝達されたデータはホーム
サーバー（２５０）を通じて口腔ケアーセンターに伝わる。
【０１０１】
　図１７は本発明の実施形態に係る歯磨き習慣校正システムのブロック構成を示し、図１
５はスマートバスの外見を示す。
【０１０２】
　図面を参照すると、本発明の歯磨き習慣校正システムは歯磨きパターン分析校正装置（
１００）、スマートバス（２００）、口腔ケアーセンター（３００）で成り立つ。スマー
トバス（２００）はホームサバー（２５０）を通じて口腔ケアーセンターとつながる。
【０１０３】
　図１７を参照すると、スマートバス（２００）は制御部（２０２）、メモリー、Ｉ/Ｏ
アダップター（２０６）、貯蔵装置（２０８）、通信アダップター（２１０）、音声出力
部（２１２）、スピーカー（２１４）、ディスプレイーアダップター（２１６）、スマー
トミラー（２１８）、センサー（２２０）、インターフェースアダップター（２２２）、
歯ブラシ消毒器（２２４）、通信モジュール（２２６）、ビデオーアダプッター（２３０
）、口腔カメラー（２３２）を含む。
【０１０４】
　図１８を参照すると、スマートミラー（２１８）はお風呂場内に設けられるもので、洗
面台（２４０）のミラー（２４２）の一部分として組み合わせで設けられ、
歯ブラシ消毒器（２２４）は洗面台（２４０）上の壁に設置される。口腔カメラ（２３２
）は尖頭に照明装置とともに小型カメラが付いている構造で、口の中を撮影しやすくする
ためにブラシのない歯ブラシ形状となり、使わない時は歯ブラシ消毒器（２２４）に保管
される。スマートミラー（２１８）はミラー（２４２）と組み合わされ、通常は鏡として
使われ、画面表示モードでは映像をディスプレイーする。したがって使用者は歯磨きする
自分の姿を鏡で見ながら同時に映像が見られる。
【０１０５】
　制御部（２０２）はＣＰＵを含み、本発明の歯磨き習慣校正プログラムを実行する。メ
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モリー（２０４）はＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭなどを含み、演算およびデータ処
理のためにメインーメモリーが与えられる。Ｉ/Ｏアダップター（２０６）は貯蔵装置で
あるハードディスク（２０８）を制御部（２０２）とつなげる。ハードディスク（２０８
）には歯磨き習慣校正プログラム、関連動映像コンテンツ、各使用者の歯磨き習慣モニタ
リングデータおよび校正データなどが蓄えられる。
【０１０６】
　通信アダプター（２１０）はホームサーバー（２５０）とスマートバスをつなげるため
のものでＬＡＮ、ＵＳＢまたはＲＳ２３２などの通信プロトコールを物理的につなげるた
めのものである。
【０１０７】
　ディスプレイアダプター（２１６）はスマートミラー（２１８）例えばＬＣＤ、ＰＤＰ
、ＯＬＥＤなどの平板ディスプレイに映像データを提供する。またセンサー（２２０）は
赤外線または超音波人体検出センサーより人体の動きを検出した結果をディスプレイアダ
ップター（２１６）を通じて制御部（２０２）に提供する。
【０１０８】
　インターフェースアダプター（２２２）は歯ブラシ消毒器（２２４）および通信モジュ
ール（２２６）を制御部（２０２）とつなげる。歯ブラシ消毒器（２２４）は歯磨きパタ
ーン分析校正装置（１００）および口腔カメラー（２３２）を使わない場合に保管する場
所で、家族の各歯磨きパターン分析校正装置（１００）のそれぞれの使用状態を検出し、
検出結果を制御部（２０２）に提供する。通信モジュール（２２６）は歯磨きパターン分
析校正装置（１００）と無線で交信し、受信された歯磨き習慣モニタリングデータを制御
部（２０２）に伝え、制御部（２０２）から提供された歯磨き校正データや音声データを
歯磨きパターン校正装置（１００）に送信する。
【０１０９】
　音声出力部（２１２）は制御部（２０２）から提供された音声データに応答し、スピー
カー（２１４）を駆動させて音声出力を制御する。ビデオアダプター（２３０）は口腔カ
メラ（２３２）を制御部（２０２）につなげる。
【０１１０】
　図１９は本発明の実施形態に係るスマートバス（２００）の全体制御プログラムのフロ
ーチャートを示し、図２０および図２１は校正プログラムの一例を示す。図２２は本発明
の実施形態に係る歯磨き状態を示す説明図である。
【０１１１】
　図１７を参照すると、スマートバス（２００）は電源を入れるとシステムを初期化し（
Ｓ４００）歯ブラシ消毒器（２２４）からだれの歯磨きパターン分析校正装置（１００）
が使われるかをチェックする（Ｓ４０２）。そうでなければ口腔カメラ（２３２）が使用
されるために抜けられたかをチェックする（Ｓ４０２）。歯ブラシ消毒器（２２４）から
動作が感知されない場合、時間をチェックして送信時間であるかをチェックし（Ｓ４０６
）収集された歯磨き習慣データと順応度チェックデータを伝送する（Ｓ４２２）。または
データのアップデータ時間かをチェックし（Ｓ４０８）アップデータ時間なら案内画面デ
ータ、校正画面データなどを口腔ケアーセンター（３００）またはコンテンツ供給者サー
バーからダウンロードし、関連データを周期的に更新する（Ｓ４２４）。
【０１１２】
　ステップＳ４０４で口腔カメラー使用の場合、これを感知して口腔カメラに電源を供給
して使用できるように作動待機状態になる（Ｓ４１２）。続けて使用者が撮影スイッチを
押すと照明をつけ、撮影を始める（Ｓ４１４）。ピックアップされた映像をスマートミラ
ー（２１８）上に表示し（Ｓ４１６）、表示された映像を蓄える（Ｓ４１８）。撮影が終
了されると（Ｓ４２０）終了処理し、リターンされる。
【０１１３】
　本発明の実施形態に係る校正プログラムは歯磨きパターン分析校正装置（１００）が使
用されることをチェックして実行される（Ｓ４１０）。
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【０１１４】
　図２０を参照すると使用された歯磨きパターン分析校正装置（１００）に割り当てられ
た識別コード（ＩＤ）をチェックし（Ｓ４３０）使用者の身元を確認する。続いて確認済
みの使用者に適応された案内画面を図２０に図示したようにスマートミラー（２１８）上
に表示する（Ｓ４３４）。例えば、使用者が子供の場合は簡単な正しい歯磨き習慣を案内
しながら子供の好む‘いるやま’などのアニメが表示される。子供は歯磨きをしながら自
分の好きなアニメがみられるので自然に歯磨き時間が長くなる。また画面の一部に正しい
歯磨き習慣を案内する画面や文字などが表示される。子供はアニメを見ながら案内される
順序に従って歯磨きする。歯磨きする間、歯磨きパターン分析校正装置（１００）から検
出された歯磨き習慣データが受信されると（Ｓ４３６）受信された歯磨き習慣データを分
析する（Ｓ４３８）。受信された歯磨き習慣データの分析結果より案内される順序に従っ
ていりかによって表示される画面を変える。
【０１１５】
　大人の場合にはニュースやドラマ、映画などの様々なコンテンツを提供することができ
る。使用者は歯磨きしながら見るプログラムが選ぶことができる。
【０１１６】
　すなわち、歯磨き習慣が良好ならば（Ｓ４４０）続けてアニメが表示される（Ｓ４４２
）。しかし案内される歯磨き順序を守らないと警告画面と悪い歯磨き習慣による虫歯画面
などを表示して正しい歯磨きに導く（Ｓ４４４）。
【０１１７】
　図２１を参照すると、歯磨きパターン分析校正装置（１００）からデータ受信の有無を
チェックし（Ｓ４４６）持続的にデータが受信されるとＢノードに復帰する。ステップＳ
４４６でデータ受信がなければ歯ブラシ消毒器（Ｓ４４８）に歯磨きパターン分析校正装
置がかけられているかをチェックし（Ｓ４４８）歯磨きパターン分析校正装置（Ｓ４４８
）がかけられていながらセンサー検出によって動きが検出されないと歯磨きが終了された
と判断する（Ｓ４５２）。またＳ４４８段階で歯磨きパターン分析校正装置（１００）が
かけられずステップＳ４５２でセンサー検出が持続されてもデータ受信のない状態が一定
時間持続されるとこれをチェックし（Ｓ４５１）自動的に歯磨き終了と判断する。ステッ
プＳ４５２以後、受信された歯磨き習慣データをまとめ、該当ＩＤ関連データを更新処理
する（Ｓ４５４）。続いてスマートミラー（２１８）をオフし、更新されたデータを口腔
ケアーセンター（３００）に伝送した後終了する。
【０１１８】
　図２３は本発明の実施形態に係る口腔ケアーセンターの構成を説明するための説明図で
ある。
【０１１９】
　図２３を参照すると口腔ケアーセンター（３００）は本発明のサービス事業者のホスト
システムとインターネットを通じて各家庭のスマートミラーとつながる。
【０１２０】
　口腔ケアーセンター（３００）はウェブサーバー（３１０）、歯磨き習慣データベース
（３１２）、案内マルチメヂアデータベース（３１４）、校正マルチメヂアデータベース
（３１６）を含む。
【０１２１】
　ウェブサーバー（３１０）は各家庭のホームサーバー（２５０）を通じてスマートバス
（２００）とつながり、相互データを伝送する。実時間でアップロードされる歯磨き習慣
データを受信し、各使用者ＩＤ別に歯磨き習慣データベース（３１２）に蓄え、周期的に
例えば日、週、月単位でデータベース（３１４、３１６）から案内マルチメヂアデータや
校正マルチメヂアデータを各スマートバスにダウンロードする。
【０１２２】
　また口腔ケアーセンター（３００）はコンテンツ管理サーバー（３２０）、病院管理サ
ーバー（３３０）、保険管理サーバー（３４０）、機関管理サーバー（３５０）を含む。
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【０１２３】
　コンテンツ管理サーバー（３２０）はコンテンツ供給者（５１０）から提供される案内
マルチメヂアデータと校正マルチメヂアデータを管理し、データベース（３１４、３１６
）を更新したりホームサーバーとコンテンツ供給者サーバーの間のリンクを管理する。
【０１２４】
　病院管理サーバー（３００）は提携病院（５２０）から提供される各使用者の歯科診療
データなどを管理し、使用者の個人病歴管理のためデータベース（３１２）を更新したり
ホームサーバーと提携病院サーバーの間のリンクを管理し、直接患者と医者の間の遠隔診
療を仲介する。
【０１２５】
　保険社管理サーバー（３４０）は提携健康保険社（５３０）に使用者の健康関連データ
を転送し、使用者の保険関連データを管理する。
【０１２６】
　機関管理サーバー（３５０）は学校および保健所などの政府機関（５４０）に使用者の
健康関連データを伝送して家庭と学校が連携し、学生の歯磨き習慣を体系的に管理できる
。
【０１２７】
　このように構成される本発明の口腔ケアーセンター（３００）では校正プログラムに提
供される映像を提供するコンテンツ供給者（５１０）からの案内画面、多様な使用者関心
マルチメヂアコンテンツ、歯磨き関連マルチメヂアコンテンツなどを提供してもらい、デ
ータベース（３１４、３１６）を運営する。
【０１２８】
　データベース（３１２）は使用者プロファイル、病歴、略歴データで構築され、センタ
ー（３００）でこれを収集、管理する。そして各使用者に歯磨き習慣分析データおよびフ
ィードバックデータを根拠に個人別あつらえ情報をサービスしたり関連スマートバスシス
テムの賃貸サービス、口腔疾病予防サービス、あつらえ式医療/管理機関紹介および位置
情報提供サービス、歯牙保健関連製品情報および販売サービス、歯磨きパターン分析校正
装置販売および消耗品販売サービスなどを提供する。
【０１２９】
　センター（３００）は学校および保健所、提携病院、提携健康保険社などと結び、使用
者に適切な医者を紹介したり、関連保険案内などのサービスが提供できる。すなわちセン
ターは学校および保険所にソリューションを提供し、養護教師および保険所歯科衛生士、
医師がケアープロバイダー役割として使用者の（学生、地域住民）歯磨き保健関連遠隔モ
ニタリングおよびオフラインモニタリングを行う。政府の補助金および使用者がサービス
の利用料金として支払う一定金額などで運営できる。また習慣をモニタリングし、順応度
によって歯科関連健康医療保険料増減付加などにデータが活用できる。また歯科と連携し
てソリューションを提供し、歯科を訪ねた子供の歯磨きテストおよび自動分析などに利用
できる。またこのような使用者の歯磨きデータは使用者のケアープロバイダーである親、
養護教師、予防歯学教室、医者などにＳＭＳで実時間に伝送され、より効果的なフィード
バックができる。
【０１３０】
　ここで順応度は一般人が医者やケアープロバイダーの助言に従う程度を示し、歯磨き案
内画面は正しい歯磨き方法を案内することを、フィードバックは使用者に正しい歯磨き習
慣を持たせるために案内することを（映像、音声、字幕を含む）、字幕は映像の下に一般
的に多くの人が間違っている歯磨き習慣を持ていることに対する教育用メントを意味する
。
【０１３１】
　例えば“歯磨きを強くすると歯茎が早く痛みます。”というメントを与え、機械的、電
気的にカバーできない部分に対する使用者の間違っている歯磨き習慣が校正できる。
【０１３２】
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　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上のように本出願発明の歯磨きパターン分析および習慣校正器を用いて歯磨きをする
場合、既設定された歯磨きパターンからもっとも効果的な歯磨き部位がわかり、各歯磨き
部位別に正しい方法で歯磨きしているかは出力部を通じてフィードバックされるので使用
者自身の歯磨きパターンを容易に判断できる。
【０１３４】
　また子供の場合、歯磨き部位別に正しく歯磨きパターンによって歯磨きを行ったのか結
果値または点数として蓄えられるので、向後子供が歯磨きをしたのかまたは正しい歯磨き
パターンで歯磨きしたのか保護者が容易に確認できる。
【０１３５】
　また歯医者の場合、患者の歯磨きパターンが容易にわかるので患者の歯痛の原因および
歯磨きパターンの修正によって治療が増進され、予防できる。
【０１３６】
　本願発明による口腔保健増進システムを用いる場合には使用者の歯磨きパターンの校正
に適合した実時間または遠隔フィードバックが可能で、使用者の行動校正効果が高く、使
用者の累積されたデータを分析することで使用者個人に合う校正方法を遠隔でフィードバ
ックし、校正機能が向上される。
【０１３７】
　また子供に対しては興味を持って正しい歯磨き習慣が身に付き、成人には歯磨き習慣を
分析し、これに対する実時間フィードバックまたは遠隔フィードバックで、足りない歯医
者（広報医）または歯科衛生士の代替ができ、政府の口腔保健事業の効率化が再考できる
と共に歯科医師の新しい収入源として活用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の検知部の動作を説明する
ための説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の検知部の動作を説明する
ための説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る感知部の出力波形を示す説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る感知部の出力波形を示す説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の感知部のもう一つの実施
例の動作を説明するための説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の歯磨き動作方向を示す説
明図である。
【図８】図６に示す実施実施形態の感知部の出力波形を示す説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を表すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を
表すフローチャートである。
【図１１】図１０に示す点数計算および貯蔵ルーチンを詳細に示すフローチャートである
。
【図１２】本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を
示したフローチャートである。
【図１３】本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を
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【図１４】本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を
示したフローチャートである。
【図１５】本発明のもう一つの実施形態に係る歯磨きパターン分析校正装置の全体動作を
示したフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態により具現できる歯磨きパターン分析図である。
【図１７】本発明の実施形態に係る歯磨き習慣システムのブロック図である。
【図１８】スマートバスの外見を示した説明図である。
【図１９】本発明の実施形態に係るスマートバスの全体制御プログラムのフローチャート
である。
【図２０】本発明の実施形態に係る校正プログラムの一例を示す説明図である。
【図２１】本発明の実施形態に係る校正プログラムの一例を示す説明図である。
【図２２】本発明の実施形態に係る歯磨き状態を示す説明図である。
【図２３】本発明の実施形態に係るサービス供給者のビジネスモデルを説明するための説
明図である。
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